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１　はじめに
周知の通り、1985年のプラザ合意によ

る円高の影響を受け、わが国は安価な輸入
農産物の流通量を増加させることとなっ
た。主な増加要因として、商社・食品企業
における「開発輸入」の拡大が指摘できる。
とりわけ、中国産農産物・食品の拡大は、
わが国の加工食品において原料調達方法の
多様化・広域化に拍車をかけ、量的・品目
的な拡がりをみせている。 さらに、前述
の情勢は2000年代以降においても「冷凍
野菜の残留農薬検出問題」（2002年）お
よび「冷凍ギョーザ農薬混入事件」（2007
年）などの事象が複数回にわたり発生して
いるにも関わらず、中国は最大輸入相手国
の立場を堅持している。中国産野菜および
野菜加工品は、日本の外食・中食産業に
とって原材料調達の中心となっており、
我々の食生活の中でも揺るぎない存在と
なっている。

以上の動向を踏まえて、わが国の有力な
野菜輸入相手国に位置づけられる中国への

注目が高まり、1990年代以降は食品企業
による中国産農産物の対日輸出に関する研
究は活発に行われてきた（注１）。これらの既
存研究を整理すると、以下の特徴が指摘で
きる。輸入が急増した1990年代は「日中
双方による輸入急増の要因」や「開発輸入
の実態」に係る分析が活発に行われてい 
た（注２）。2000年代になると、輸入量の増
加と比例して研究も活発となり、企業数の
増加、食品表示などの問題に対応して「食
品企業進出に伴う立地選択」（注３）、「残留農
薬問題発生後の生産管理システム」と分析
対象が拡がりをみせている（注４）。上述で示
した通り、活発となった中国産農産物・食
品の対日輸出関連研究であったものの、冷
凍ギョーザ農薬混入事件発生以降は、それ
以前と比較すると極端に研究成果が少ない
傾向となっている。従って近年の食品企業
における中国産農産物・食品の対日輸出に
係る企業行動に関しては未だ十分に言及さ
れておらず、不明瞭な点が多い。国内の野
菜産地にとっても、市場での競争相手であ
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る中国の野菜産地や関連企業の動向につい
ては、関心の高い事象であるものと思われ
る。

そこで本稿は、上述の中国系食品企業に
おける加工野菜の対日輸出に関する企業行
動の今日的展開を明らかにしていくことを
目的とする。とりわけ、①原料調達方法、
②製品戦略、③販売戦略、の３点に焦点を
あてて検討していく。具体的には、筆者が
山東省（中国最大の野菜産地であり、対日
野菜基地）に立地する複数の食品企業にお
いて実施した訪問面接調査の結果を中心に
分析していく。なお、本稿においてにんに
く、ごぼうを分析対象に選定した理由は、
生鮮・加工を問わず総輸入量の大半を中国
産が占めており、輸入依存度の高い品目に
位置づけられていると指摘できるためであ
る。

注１：参考文献（２）を参照。
注２：参考文献（６）、（９）を参照。
注３：参考文献（１）を参照。
注４：参考文献（３）、（４）、（５）、（７）、（８）を参照。

２　中国産にんにく・ごぼう輸入の概観
表１は、最近のわが国における中国産に

んにく・ごぼうの輸入量の推移を示したも
のである。この表から、両品目共に中国産
の輸入比率が総輸入量の95％前後の著し
いシェアを維持している点が理解できる。

品目ごとにみると、にんにくは2005年
の ３ 万201ト ン を 境 に 停 滞 し て お り、
2008年以降から現在にかけて２万トンを
下回る１万8000 ～１万9000トンの範囲
で推移していることが読み取れる。2014
年の輸入量は１万8429トンであり、前年
より微増していた。

次にごぼうをみると、2001年の６万

9026トンを境ににんにくよりもかなり以
前の段階で停滞傾向を示している。前述の
表からは、2007年以降は５万トンを下回
り、３万4000 ～４万5000トンの範囲で
推移していることが読み取れる。2014年
の輸入量は４万4070トンであり、前年よ
り増加していることが理解できる。

次に中国にとって日本がにんにく・ごぼ
うの輸出相手国としていかなる位置にある
のかをみていこう。表２は最近の中国にお
けるにんにく・ごぼうの輸出相手国の推移
を示したものである。この表をみるとにん
にくでは、インドネシア、ベトナム、マレー
シアの東南アジア諸国が３カ国含まれてお
り、有力な輸出地域であることが確認でき
る。とりわけ、インドネシアに関しては
30％程度を占めており、他国と比較する
と著しく多い。その中で、日本は第13位
に位置しており、そのシェアは１％程度と
わずかな数量であることが理解できる。ま
た、このような数量であるにも関わらず、
輸出数量は微減していることが理解でき
る。

同様にごぼうの輸出状況をみると、にん
にくの状況とは異なり輸出量に占めるシェ
アも40％強程度と最大輸出相手国に位置
していることが読み取れる。ただし、輸出
相手国・地域の構成をみると、日本、韓国、
台湾と東アジアに立地する国・地域への集
中度が高いといえる。その中でも第２位の
韓国に向けた輸出量が急増したことに伴
い、日本と韓国の２カ国のみで90％を占
めるまでに至っている。従って、他の輸出
相手国・地域の規模が限定された範囲と
なっている。
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にんにく（生鮮） ごぼう（生鮮）

全体 全体
中国 中国

実数 実数 構成比 前年比 実数 実数 構成比 前年比
2000 年 29,225 29,154 99.8 － 81,676 68,501 83.9 －
2001 年 28,915 28,885 99.9 99.1 80,683 69,026 85.6 100.8 
2002 年 25,891 25,853 99.9 89.5 74,665 65,867 88.2 95.4 
2003 年 27,639 27,590 99.8 106.7 63,241 57,242 90.5 86.9 
2004 年 28,804 28,766 99.9 104.3 58,577 45,339 77.4 79.2 
2005 年 30,268 30,201 99.8 105.0 57,643 51,279 89.0 113.1 
2006 年 26,217 26,157 99.8 86.6 62,579 56,077 89.6 109.4 
2007 年 22,117 22,084 99.8 84.4 49,139 45,425 92.4 81.0 
2008 年 19,959 19,709 98.7 89.2 44,762 41,245 92.1 90.8 
2009 年 19,842 19,690 99.2 99.9 36,631 34,176 93.3 82.9 
2010 年 18,557 18,422 99.3 93.6 36,866 34,882 94.6 102.1 
2011 年 19,248 19,057 99.0 103.4 45,569 40,445 88.8 115.9 
2012 年 19,862 19,568 98.5 102.7 48,208 45,511 94.4 112.5 
2013 年 18,527 18,245 98.5 93.2 40,683 39,086 96.1 85.9 
2014 年 18,869 18,429 97.7 101.0 47,343 44,070 93.1 112.8 

にんにく 輸出相手国
2012 年 2013 年 2014 年

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
第１位 インドネシア 399,933 28.3 446,462 27.5 496,241 28.3
第２位 ベトナム 138,030 9.8 162,677 10.0 173,280 9.9
第３位 アメリカ 63,422 4.5 62,730 3.9 64,428 3.7
第４位 ブラジル 96,447 6.8 125,037 7.7 102,519 5.9
第５位 マレーシア 88,103 6.2 99,266 6.1 103,147 5.9
第 13 位 日本 22,505 1.6 20,557 1.3 20,225 1.2

合　計 1,413,704 100.0 1,626,184 100.0 1,752,089 100.0

ごぼう 輸出相手国
2012 年 2013 年 2014 年

実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
第１位 日本 46,052 58.8 39,731 50.0 44,087 46.9
第２位 韓国 25,896 33.1 32,918 41.4 42,612 45.4
第３位 ロシア 2,149 2.7 2,960 3.7 3,159 3.4
第４位 台湾 3,528 4.5 3,434 4.3 3,523 3.8
第５位 タイ 365 0.5 131 0.2 186 0.2

合　計 78,328 100.0 79,490 100.0 93,911 100.0

資料：財務省「貿易統計」各年版より作成

資料：海関総署「中国海関統計」より作成
注１：日中で統計の取り方に相違があるため、日本の数字が表１とは異なる。
注２：ごぼうに関しては、他の根菜等も含んだ数値である。

表１　最近のわが国における中国産にんにく・ごぼうの輸入量の推移

表２　最近の中国におけるにんにく・ごぼう輸出相手国上位５カ国の推移（数量ベース）

（単位：トン、％）

（単位：トン、％）
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３  食品企業による加工野菜対日輸出の実態
筆者は2012年３月から2015年９月に

かけて、山東省における食品企業に対して
訪問面接調査を複数回実施したが、その中
でも取扱量が多い企業の概要を以下に紹介
する。

（１）調査対象企業の概要（図１、表３を参
照）
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食品有限公司
濰坊華凌食品有限公司（以下「華凌公司」

という）は、山東省濰坊市に立地しており、
2003年に設立された中国系食品企業であ
る。企業規模は、敷地面積２万5000平方
メートル、従業員数100名（そのうち、
50名は収穫期など繁忙期の季節労働者）、
業務内容は生鮮・加工野菜の製造・販売で
ある。年間取扱量は１万2000トン、取扱
品目は15品目、にんにく、ごぼう、たま
ねぎが主力品目である。
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食品有限公司
濰坊鑫盛食品有限公司（以下「鑫盛公司」

という）は、山東省濰坊市に立地しており、
1998年に設立された中国系食品企業であ
る。2002年から生鮮品に加え、加工野菜
の取り扱いを開始した。企業規模は、敷地
面積４万平方メートル、従業員数880名

（そのうち、600名は収穫期など繁忙期の
季節労働者）、業務内容は生鮮・加工野菜
の製造・販売である。年間取扱量は３万
6000トン、取扱品目は20品目であり、
にんにく、ごぼう、しょうがが主力品目で
ある。

ウ　日
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裕
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蔬菜有限公司
日照裕利蔬菜有限公司（以下「裕利公司」

という）は、山東省日照市に立地しており、
1996年に設立された中国系食品企業であ
る。企業規模は、敷地面積２万6800平方
メートル、従業員数380名、業務内容は
生鮮・加工野菜の製造・販売である。年間
取扱量は8000トン、取扱品目は20品目、
にんにく、ごぼう、かぼちゃが主力品目で
ある。

濰坊市 

日照市 

安丘市 

金鄕県 

蒼山県 

図１　山東省
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（２）原料調達および販売先の多角化による
事業展開─華凌公司の事例─

にんにくおよびごぼうは、①華凌公司が
立地する市内農家からの集荷、②卸売市場
からの買入、③契約栽培の３形態によって
調達している。契約栽培は日本国内の販売
先（１社）から特別栽培による原料への
ニーズが高まり、その要望に応じたもので
ある。契約農家数とその面積は、にんにく
が５戸、60ムー（４ヘクタール）、ごぼう
が13戸、200ムー（13.3ヘクタール）で
ある。主な契約内容は、品種、肥料（銘柄、
回数）、金額について定めている。企業に
よる農家への栽培指導などは品目により異
なっている。中国国内においても需要が存
在するにんにくは農家も栽培経験を有して
いる点を踏まえ、特段企業側から農家への
指導は行っていない。

しかしながら、現時点では中国国内で需
要が少なく、農家の生産経験も乏しいごぼ
うについては、契約栽培農家のみでなく周
辺農家に対しても華凌公司からは種前に種
子を提供している（種子は中国国内の種苗

企業から日本産品種を購入（100グラム当
たり250元）し、その費用は収穫期に集荷
したごぼうの代金から差し引いて決済）。
また、毎年、収穫開始前に農家に対して技
術指導と規格の講習会を実施している。そ
の際に全長70センチメートルおよび直径
1.8センチメートルの規格を購入条件とし
て定めている。対日輸出量は、にんにく
1000トン、ごぼう1500トンであり、後
者の比率を増加させている。両品目ともに
全量皮むき後、加工（カット、乾燥、冷凍、
ペーストなど）を施した状態で輸出してい
る。調査時点での販売先は14社存在して
おり、そのうち食品企業10社は中国系商
社を経由して流通している。残りの４社

（食品企業２社、量販店２社）は華凌公司
との直接取引となっている。日本側の取引
先は、華凌公司に毎年２回（１回当たり所
要日数２～３日）、は種時期と収穫期にほ
場と生産ラインの検査を義務づけている。

現在、華凌公司が抱える課題として、に
んにく事業の再編を挙げていた。ヒアリン
グによると、次年度以降は日本向け輸出数

濰坊華凌食品有限公司 濰坊鑫盛食品有限公司 日照裕利蔬菜有限公司

原料調達方法
農家から集荷、卸売市場からの買入、
契約栽培（特別栽培のみ）の 3 形
態

周辺農村との契約栽培 周辺農村との契約栽培

契約栽培の規模 にんにく：農家数 5 戸、面積 60 ムー
ご ぼ う：農家数 13 戸、面積 200 ムー

にんにく：面積 600 ムー（2 地域）
ご ぼ う：面積 500 ムー（1 地域）

にんにく：面積 1,500 ムー（1 地域）
ご ぼ う：面積 300 ムー（1 地域）

契約の優先事項 品種、肥料（銘柄、散布回数） 数量（にんにく、ごぼう共に 1,000 トン） 面積（規格に適合すれば全量買付）

栽培指導の内容 種子提供、収穫期前の技術講習会、
規格講習会の開催（ごぼうのみ）

種子提供、防除指導（連作障害）、
栽培指導員によるほ場巡回、農薬散
布指導、出荷前の規格指導

中国国内（OFDC）及び日本（グロー
バル GAP）の認証制度の遵守に基
づいた栽培指導

販売量
（対日輸出量）

にんにく：1,000 トン
ご ぼ う：1,500 トン

にんにく：   200 トン
ご ぼ う：1,300 トン

にんにく：900 トン
ご ぼ う：少　　 量

販売先 14 社 30 社 8 社
商社経由 10 社 20 社 5 社
直接取引 4 社 10 社 3 社

対日輸出に係る
課題

にんにく事業の再編（日本以外の国
への輸出志向） 対日輸出量は現状維持 栽培コスト（特に肥料）の高騰

資料：調査結果より筆者作成
　注：ムー（畝）は面積の単位で、１ムーは約0.067ヘクタール（15ムー＝１ヘクタール）。

表３　調査対象企業による日本向けにんにく・ごぼう事業の取組内容
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量の韓国、シンガポールという他国へのシ
フトを検討していた。その理由は、現状の
栽培方法では、集荷後に華凌公司が規格選
別に投入する労力および経費負担が大きい
ためである。こうしたことから、日本より
も規格や品質に対する要望が緩やかな他国
への輸出を増加させることに対して意欲的
な態度を示していた。

（３）自社主導の栽培技術指導を推進した事
業展開─鑫盛公司の事例─

にんにくおよびごぼうは、鑫盛公司と周
辺農村（市・県（日本の村に相当）政府）
との契約栽培によって全量調達している

（写真１～４）。契約は数量契約であり、に
んにくは金

きん

鄕
きょう

県 （600トン）、蒼
そう

山
ざん

県 （400
トン）の２地域から1000トン、ごぼうは
安
あん

丘
きゅう

市から1000トンである。なお、契約

面積はにんにく600ムー（40ヘクタール）、
ごぼう500ムー（33.3ヘクタール）であ
る。

連作障害の対策として６地域の農村から
２～３村を選択して契約する方法によって
調達しており、契約は毎年更新する方式を
採用している。これは、連作障害による地
力低下や害虫発生の防止策として、とうも
ろこしとの輪作を推進し、同じほ場に２年
連続して作付けを行わない企業側の対策で
ある。冷凍野菜の残留農薬検出問題が発生
した後は、農薬の散布量を減らし、鑫盛公
司が指定した銘柄以外の使用を禁止してい
る。契約農村への指導に関しては、鑫盛公
司が雇用する栽培指導員（13名）が対応
している。具体的には、は種前および植付
け時にほ場巡回による監視、出芽期の農薬
散布に係る指導、収穫前の規格指導、収穫

写真２　鑫盛公司のごぼう収穫作業

写真４　鑫盛公司によるごぼう出荷

写真１　鑫盛公司契約農場の看板

写真３　鑫盛公司によって収穫されたごぼう
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期のほ場巡回による監視であった。
さらに他社と異なる特徴的な取り組みと

して、日本国内の市場へ適合した栽培指導
を実施するために、2010年、日本（島根県）
で試験ほ場（210ムー（14ヘクタール））
を開設している点が挙げられる。このほ場
は、日本国内の規格（等級）管理を導入す
る際の試験栽培的な役割を担っている。

対日輸出量は、にんにく200トン、ご
ぼ う1300ト ン（ 生 鮮1000ト ン、 冷 凍
300トン）であり、後者の比率を増加さ
せている。にんにくは生鮮のみであるが、
ごぼうの冷凍は皮むきおよびカット（乱切
り）などの加工を施した形態で輸出してい
る。調査時点での販売先は食品企業30社
が存在しており、そのうち20社は中国系
商社を経由して流通している。残り10社
は鑫盛公司との直接取引となっている。

現在、鑫盛公司が抱える課題として、対
日輸出量を維持するための生産コスト削減
への対応を挙げていた。企業幹部に対する
聞き取りによると、調査時点での対日輸出
向けにんにくの利潤は１トン当たり50元
であり、ごぼう（200元）と比較すると
著しく低い点を指摘していた。特ににんに

くは、中国国内でも価格が高騰しており、
仕入価格に加え日本向け規格の適合に係る
労働コストを鑑みると利潤の確保が困難に
なりつつある。

（４）輸出相手国の認証制度を活用した事業
展開―裕利公司の事例―

にんにくおよびごぼうは、鑫盛公司と同
様に裕利公司と周辺農村（安丘市）との契
約栽培によって全量調達している（写真５
～７）。契約は単一の地域で継続しており、
にんにく1500ムー（100ヘクタール）、
ごぼう300ムー（20ヘクタール）の面積
契約であり、規格に適合した収穫物のみを
全量買い付ける方針である。

また、前述の２社と異なり、裕利公司の
特徴として、グローバルＧＡＰや中国にお
けるＯＦＤＣ（中国有機食品発展セン
ター）（注５）、日本における有機ＪＡＳなど、
栽培関連の認証を取得し、自社製品の品質
の優位性を示すことに精力的に取り組んで
いた。対日輸出量は、にんにく900トン、
ごぼうは事業開始間もないために取扱量は
少量であった。にんにくは加工（皮むき、
乾燥、冷凍、ペーストなど）を施した形態

写真５　裕利公司のにんにく選別作業 写真６　裕利公司のにんにく加工作業
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で輸出している。調査時点での販売先は食
品企業が８社存在しており、そのうち５社
は中国系商社を経由して流通されている。
残り３社（食品企業１社、量販店２社）は
裕利公司との直接取引である。

現在、裕利公司が抱える課題として、対
日輸出製品向けにんにく、ごぼうの栽培に
係る生産コストの増加が挙げられる。特に
前述の認証を受けたことにより、生産コス
トは増加しており、とりわけ肥料費用にお
いて顕著である（現在は化学肥料の使用を
禁止し、有機肥料の使用を義務づけてい
る）。幹部職員に対するヒアリングによる
と、裕利公司におけるにんにくの肥料費は
１ムー当たり600元であり、中国国内の
慣行栽培の肥料費（265元）と比較する
と226.4％の高額な費用を支出していた。
このことは、対日輸出に仕向けるにんにく
の生産コストがいかに高額であるのかを示
している。

注５： 環境保護部（日本の省庁に相当）が主管する
1994年に設立された機関である。主要な業務
は、①有機食品の研究開発、②有機食品の検査、
③有機食品の認証、である。食品の検査関連機関
としては、歴史が長く規模も大きなことから、中
国国内では有力な有機認証機関と位置づけられて
いる。詳細は、参考文献（10）を参照。

４　おわりに
本稿では、山東省に立地している企業調

査結果の分析から、中国系食品企業におけ
る対日野菜輸出の現段階と展望を明らかに
するために、①原料調達方法、②製品戦略、
③販売戦略の３点を中心に検討してきた。
最後に本稿で明らかにした点を整理してい
こう。

中国産冷凍野菜からの残留農薬検出以
降、日本国内の状況変化に対応するために
中国系食品企業は原料調達方法の変更（県
政府および農家との契約栽培）、自社主導
による栽培技術指導の徹底（専門人員の配
置および技術講習会などの開催、生産資材
の指定）などの生産段階での管理を強めて
いた。その後、冷凍ギョーザ農薬混入事件
などの発生により、輸出国である中国にお
いても関連法制度の整備に至り、輸出入国
双方の政府および企業にわたった安全性確
保の取り組みが功を奏して、2000年代前
半のピーク時より数量は減少してはいるも
のの、依然としてわが国にとって中国は野
菜輸入相手国の最上位に位置し続けてい
る。

しかしながら、上述の情勢変化によって、
中国系食品企業は対日輸出製品の生産コス
トが増加するという新たな課題を抱えるこ
ととなったのである。こうした費用負担が
増加した状況下であるにも関わらず、企業
は中国産食品事件・事故のマイナスイメー
ジを払拭するため、従来の栽培技術指導に
加え、さらなる高度化（日本国内への試験
ほ場の開設、日本国内の認証規準の導入）
を図っているケースが現れつつあり、新た
なコスト負担を産みだしていることが明ら
かとなった。その中でもにんにくにおいて
は、中国での国内価格が高騰していること

写真７　裕利公司で加工されたにんにく
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もあって利潤の縮小傾向が顕著となってお
り、経済成長著しいアジア諸国からの需要
も見込めることとも相まって、対日輸出の
再編を検討する企業も登場している。

では、以上の点を踏まえ、中国系食品企
業による野菜対日輸出事業の動向は今後ど
のような展開を遂げると予想できるのか。
筆者グループはこれまでの調査結果から、
品目構成（たとえば利潤の少ないにんにく
からごぼうへのシフト）および販路（日本
から新興国（韓国、東南アジア）へ）の転

換が進展する可能性が高まると考えてい
る。現在の中国国内の経済状況をみるとイ
ンフレ傾向にあり、今後も原料価格および
労賃の上昇が想定でき、野菜の対日輸出を
志向する食品企業は厳しい局面に立たされ
ると予測する。

こうしたことから、今後の中国系食品企
業による野菜の対日輸出がいかなる動向を
示すのかについて、継続して同様の企業調
査を多品目で行い、多角的に検討していき
たいと考えている。
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